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前払輸入保険運用規程 

 

平成29年４月１日 17‐制度‐00051 

沿革 令和５年１月30日 一部改正 

 

（対象となる前払輸入契約） 

第１条 前払輸入保険の引受けの対象となる前払輸入契約については、原則として次のす

べてに該当する場合に限るものとする。 

一 貨物を輸入する契約のうち、輸出国において貨物を船積する日の前日までに当該貨

物の代金又は賃借料（以下「前払金」という。）の全部又は一部を支払うことが定め

られている契約（以下「前払輸入契約」という。）であって、次の要件が定められて

いる契約であること。 

① 貨物の名称、型又は銘柄及び数量 

② 船積国及び船積時期 

③ 前払金の額及び支払の時期 

④ 前払金の返還の条件 

二 取引上の危険が大でなく、かつ、前払輸入に係る保険契約の締結が保険事業の安定

的経営を損うおそれがないと認められること。 

（適格被保険者等） 

第２条 前払輸入保険約款（平成29年４月１日 17‐制度‐00008。以下「約款」という。）

における適格被保険者及び前払輸入契約の相手方の取扱いは、次の各号による。 

一 適格被保険者は、本邦人又は本邦法人（本邦内に居住する外国人及び本邦内に所在

する外国法人の支店、支社その他の営業拠点を含む。）であって、前払輸入契約の当

事者であり、前払輸入契約の締結に関与し、自己の危険負担において当該契約上の義

務を履行する者であって、被保険利益の実質的な帰属体となる者とする。 

二 前払輸入契約の相手方とは、前払輸入契約の締結の相手方又は当該契約に係る前払

金の返還義務を負う者とする。 

（電子メール等の取扱い） 

第３条 前払輸入保険の申込に際し、前払輸入契約の相手方からの電子メール、電報又は

これに準ずるもの（以下「電子メール等」という。）により前払輸入契約の内容につい

て必要な事項が確認できる場合には、電子メール等の入手をもって前払輸入契約の当事

者間の合意が成立したものと推定する。 

２ 前払輸入者は、前項により保険契約の申込を行った場合には、前払輸入契約の相手方

の応諾サインのある前払輸入契約書又はそれに準ずる書類を別途入手し、保管しなけれ

ばならない。 

３ 保険金の請求をする場合には、前払輸入契約を証する前項の書類を保険金の請求に必

要な他の書類とともに提出しなければならない。 

（損失発生通知） 

第４条 損失発生通知は、原則として、前払金の返還の期限以降提出するものとする。 

（保険期間） 

第５条 株式会社日本貿易保険（以下「日本貿易保険」という。）は、約款第３条第11号

に該当する事由による損失の場合については、前払金の返還の期限が保険期間内にあれ

ばてん補の対象とし、当該返還の期限から３月を経過した日が保険期間内にある必要は

ないものとする。 

（対象とする前払金額） 
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第６条 前払又は船積が２回以上となる場合は、原則として第１回目の船積までに支払っ

た前払金額とする。ただし、当該前払金額に対する船積貨物の代金が正しく把握できる

場合は、それぞれの前払金額を対象とする。 

（前払金の返還の期限前の請求） 

第７条 約款第24条第３項に定める日本貿易保険が別に定める式は、以下のとおりとする。

ただし、前払輸入契約において契約金利が定められている場合にあっては、算式中

「5.84％」を「前払輸入契約の契約金利」とする。 

約款第４条

の規定によ

り算出した

損失額 

－ 

約款第24条第

１項により確

認された前払

金の額 

－ 

 

１ 

 

－ 

 

１ 

× 

１  

(１＋5.84％)ｍ 
１＋5.84％ × 

ｎ 

 365 

ｍは、確認日から前払金の返還の期限までの日数を365で除した数の整数部分 

ｎは、確認日から前払金の返還の期限までの日数と、365にｍを乗じた数との差 

（共通運用規程） 

第８条 本規程に規定するもののほか、損失防止軽減義務、回収義務、保険目的等の譲渡

その他日本貿易保険が定める各保険に共通の事項については、貿易保険共通運用規程（平

成29年４月１日 17‐制度‐00069）において定める。 

 

附 則 

この規程は、平成29年４月１日から実施する。 

附 則 

この改正は、令和５年３月20日から実施する。 


